
播磨町での申告書作成と申告受付
▶場所　役場第２庁舎　３階　第２会議室
▶期間・時間　２月16日（水）～３月15日（火）（土・日
曜日、祝日を除く）9：00～11：00、13：00～16：00
※受付時間内に受付を終えた人のみ、申告書作成を行います。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止により、混雑状況
によっては、入場制限を行う場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。
▶申告受付内容　町県民税、国民健康保険税、一部の所得税
申告の作成と申告の受付
※次の申告については、ニッケパークタウンの申告書作成会
場をご利用ください。
譲渡所得（不動産の売買及び株式等の売買による所得）など
分離課税に係る所得、事業所得（１年目）、住宅借入金等特
別控除（１年目）、住宅耐震改修特別控除、雑損控除、青色
申告、準確定申告（納税者が亡くなったときの確定申告）、
損失申告、令和２年分以前の申告
▶申告に際しての注意事項　事業などで収支計算が必要な場
合は、必ず収支内訳書を完成させてください（役場では、収
支内容についての指導は行っていません）
感染リスク低減のためのお願い
　毎年、申告書作成会場が大変込み合っております。ご自身
で申告書作成が可能な人は、スマートフォンやパソコンから
申告書を作成・送信できるe‐Taxのご利用をぜひご検討く
ださい。
　また、スマートフォンを用いたe‐Taxによる申告がより
便利になっております。詳しくは広報１月号をご覧ください。
　申告書作成会場に来場する場合は、次のことにご注意くだ
さい。
・発熱など新型コロナウイルスの症状が疑われる場合は、来
場をご遠慮ください
・マスクの着用を必ずお願いします
・入退室される際は、会場入口に設置する消毒液をお使いく
ださい
・筆記用具、電卓を持参してください
・短時間の滞在で済むように、医療費控除の明細書や収支内
訳書は、来場前に作成してください
上場株式等の所得の申告
　上場株式等の所得に関して課税方式を選択いただけます。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得（源泉徴収を選択した特
定口座分）については、所得税及び住民税があらかじめ源泉
徴収されるため、申告をしないで源泉徴収だけで済ませる申
告不要制度を選択できます。
 また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の損益通
算及び繰越控除等を行うために、総合課税または、申告分離
課税を選択して申告することも可能です。
 なお、確定申告とは別に町民税・県民税の申告をすること
により、所得税と異なる課税方式をとることができます。所
得税と異なる課税方式を選択する場合については、町民税・
県民税申告書に必要事項を記入し、納税通知書が送達される
日までに提出してください。ただし、総合課税または、申告
分離課税を選択して申告された場合は、合計所得金額に含ま
れ、扶養控除の適用可否を決める所得金額に反映されます。
また、国民健康保険税などの算定基準に影響する場合があり
ます。
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２
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確
定
申
告
と
町
県
民
税
（
住
民
税
）
、

各
種
保
険
税（
料
）の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
、

３
月
15
日
㈫
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
　
　

　
２
月
上
旬
に
は
税
務
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
に
て
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の

手
引
き
」
を
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

税
の
申
告
が
必
要
な
人
は
お
早
め
に

税
の
申
告
が
必
要
な
人
は
お
早
め
に

▼
問
合
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８
　
加
古
川
税
務
署 

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

ち
い
ず
れ
か
１
つ
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※

税
務
署
に
郵
送
な
ど
で
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
に
は
、
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ
ー
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

※

ご
自
宅
な
ど
か
ら
ｅ‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
書

を
送
信
す
れ
ば
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
お

よ
び
コ
ピ
ー
の
提
出
は
不
要
で
す
。

会
社
員
な
ど
給
与
所
得
の
人

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
の
人
》

　
会
社
員
の
給
与
収
入
に
か
か
る
所
得
税
は
、

毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
源
泉
徴
収
さ

れ
、
12
月
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
１
年
間
の

納
税
が
完
了
し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

会
社
員
な
ど
の
給
与
所
得
の
人
で
も
、
次
の

よ
う
な
人
は
申
告
が
必
要
で
す

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る

人
②
給
与
を
１
箇
所
か
ら
受
け
て
い
る
場
合
で
、

給
与
以
外
の
所
得
金
額
（
不
動
産
所
得
な

ど
）
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
給
与
を
２
箇
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
場

合
で
、
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
以
外
の
給

与
の
収
入
金
額
と
、
給
与
以
外
の
所
得
金

額
と
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
以
外
の
人
》

　
次
の
各
項
目
に
該
当
す
る
人
は
確
定
申
告

が
必
要
で
す
。

①
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②
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収
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③
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確
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確
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おむつ代の医療費控除については、P10を参照。
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